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裁判長

認  印 ①

第 1回 口 頭 弁 論 調 書 (認 諾 )

事 件 の 表 示 平 成 23年 (受 )第 764号

期 日 平 成 24年 9月 28日 午 後 1時 30分

場所及び公開の有無 最 高 裁 判 所 第 二 小 法 廷 の 法 廷 で 公 開

裁 判 長 裁 判 官
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高 野

大久保

尚 典

正  彦

洋  子

勇  人

昌 弘
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達

指 定 期 日

弁 論 の 要 領 等

上告人

上告受理 申立書及び受理決定において排除された部分を除いて上

告受理申立理由書各陳述

被上告人

上告答弁書 (請 求の認諾)陳述

第 1 当事者の表示

別紙当事者 目録記載のとお り
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第 2請 求 の表示

別紙請求 の表示記載 の とお り

上告人

本件認諾 は無効 で あ るど

裁判長

訴訟 終 了宣言

裁 判所 書記官   白  畠  琢   史 ①
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(別紙 )
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上   告    人

同訴訟代理 人弁護 士

同訴訟復代理人弁護士
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被 上 告 人

同代 表者 代表 取締役

同訴訟 代理人弁護 士

株式会社シティズ訴訟承継人

ア イ フ ル 株 式 会 社

川  北  太  一

平  光  哲  弥

高 野 朋 子

大 久 保       達
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(別紙 )

請 求 の 表 示

請求の趣旨

被上告人は,上告人に封し, 22万 9420円 及びうち22万 3763円 に

封する平成 20年 6月 19日 から支払済みまで年 5分の割合による金員を支払

え。

請求の原因

別紙請求原因記載のとおり (た だし,「原告」とあるのを「上告人」と,「被

告」とあるのを「承継前被上告人株式会社シティズ」と,それぞれ読み替える。)
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(別紙 )

請 求 の 原 因

(当 事者)                  ′

1 原告は、ごく普通の市民 (消費者)である。

2 被告は、消費者金融を営んでいる株式会社である。

(不当利得返還請求)

第 1 取引経過

■ 原告は、被告から、別紙過払金計算書のとおりの年月日

第 2

・借入金額で金員を

1

借り入れ、同計算書のとおりの年月日。返済額で被告に返済した。

利息制限法による計算     1

被告は、悪意の受益者であるから、上記第 1記載の原・被告間の取引を利息

制限法の制限利率で計算すると、金 22万 3763円の過払金元本が発生して

いる。

=た
,平成20年 6月 18日 までの過払金運用益 (又 は利息)は、金 5 1

657円である。

この過払金は、何ら法律上の原因なくして支払われたものであり、原告は被 )|

告に対し、不当利得元金 22万 3763円 とその運用益 (又 は利息)返還請求

権を有している。

運用益返還義務問題 (関連して民法704条の利息問題)

原告と被告間で締結された金銭消費貸借契約では、利J息制限法所定の制限利

率を超える年不U率で算出される利息を取得できる約定となっている。

利息制限法 1条 1項により、このような約定は無効である。

被告は、制限利率を超過する年利率で算出された利〕息を受領している。

被告は、上記 1ないし3の各事実を知つていた。

以上によれば、法律上あ原因がないことにつj｀て被告の悪意が認められる。

2
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よつて,原告は被告に姑 し,不当利得金返還請求権に基づき, 22万 3763

円の過払元金,確定利息 5657円 及び前記過払元金に対する平成 20年 6月 1

9日 から支払済みまで民法所定の年 5分の割合による利息の支払を求める。

以 上
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過払金計算書 1/1
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H18.5。 1   - H18.5.30
H18.5.31  - H18.7.2
H18。 7.3   - H18.7.31

ハψ H18.8.30H18.8.1

H18。 8.31  - H18,9.28
ハツ H18.10。 30H18.9,29

H18.10.31 - H18.12.3
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H19.1.9    ハΨ H19.2.1
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H19。 9.5    ハψ H19.10.4
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H19。 12.17 ～ H20.6.17

返 済 額

00040

977

4573

848
71537

39,552

40,588

41,57

423

489

50437

1163

39,270

32,473

42,694
29,376

8563

054
39,923

957695

借入金額

0000001

年 月 日

511Hl
H18.5,31

H18,7.3

H18.8.1

H18.8,31

H18。 9.29

H18.10.31

H18.12.4

H19.1.9

H19,2.2

H19.8.1

H19.4.2

H19,5,1

H19.6.6

H19,7.2

H19.8.14

19。 9.5

H19,10.5

H19.11.5

H19.12.14

H19.12.17

H20.6.18

番

号

2

3

4
5

6

8

9

0

12

3

4

5

6

7

8

9

20

2

22

残 元 金

(― )は電払
い残 元 金

元利合計= -229,42Q
過払発生当日算入

‐

∞

‥

×シティズ



∠6雪 ⊆00-l[ 馨里喜

れ は正 本 で あ

平成24年 10月 4日

最高裁 小法廷

官  白 畠 琢

最高裁  11‐ 005597




